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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年２月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 養殖施設損傷 

発生日時 平成２４年７月１日（日） ０８時４０分ごろ 

発生場所 宮城県石巻市大指埼
おおさしさき

南東方沖 

 宮城県南三陸町所在の寺浜灯台から真方位１６３°２.３海里付近

（概位 北緯３８°３６.０′ 東経１４１°３２.５′） 

事故調査の経過  平成２４年７月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート 龍神
りゅうじん

丸、３.４５トン 

 ２１０－５５１８１宮城、個人所有 

 ９.２０ｍ（Lr）×２.４８ｍ×０.６９ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、２１３kＷ、昭和５４年１月１０日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６８歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録 日 平成１８年１月３０日 

  免許証交付日 平成２３年１月２６日 

         （平成２８年１月２９日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 なし 

養殖施設 アンカーロープ切断 

 事故の経過  本船は、船長１人が乗り組み、友人３人を乗せ、大指埼南東方沖で

機関を中立にして漂泊し、船長がひらめ釣りのできる場所かどうかを

魚群探知機で底質の確認をしていたとき、右舷側船尾外板が‘わかめ

養殖施設のアンカーロープ’（以下「本件施設アンカーロープ」とい

う。）に設置されている黒色の浮き玉に当たった。 

本船は、本件施設アンカーロープ付近から離れようとして機関を前

進にかけた際、平成２４年７月１日０８時４０分ごろ‘推進軸及び推

進器’（以下「推進器等」という。）に本件施設アンカーロープが絡ま

って航行不能となった。 

 本船は、船長が船尾甲板下の覗
のぞ

き窓を開け、棒で推進器等に絡まっ

た本件施設アンカーロープを外そうとしたが、波浪で船体が動揺して

いるうちに推進器等と船体の間に浮き玉が挟まった。このことを知っ
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た友人１人が携帯電話で海上保安庁に救助を要請し、友人３人は来援

した巡視船に救助され、船長は本船に残って事故の処理に当たった。 

本船は、所属漁業協同組合が手配した潜水業者により、推進器等に

絡まった本件施設アンカーロープが切断され、わかめ養殖施設から離

脱した後、えい
．．

航されて石巻市大指漁港に着岸した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北東、風力 約７.０m/s、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の初期、波高 約１.５～２.０ｍ 

 その他の事項 

 

 船長は、漂泊を始める際、波浪で本件施設アンカーロープ付近に設

置された浮き玉が見えなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、大指埼南東方沖で機関を中立にして漂泊中、船長が、ひら

め釣りのできる場所かどうかについて、魚群探知機で底質を確認する

ことに注意を向けていたことから、本件施設アンカーロープの方向に

風で圧流されていることに気付かず、本件施設アンカーロープ付近か

ら離れようとして機関を前進にかけた際、推進器等に本件施設アンカ

ーロープが絡み、本件施設アンカーロープが損傷したものと考えられ

る。 

原因  本事故は、本船が、大指埼南東方沖で漂泊中、船長が、ひらめ釣り

のできる場所かどうかについて、底質を確認することに注意を向けて

いたため、本件施設アンカーロープの方向に風で圧流されていること

に気付かず、機関を前進にかけた際、推進器等に本件施設アンカーロ

ープが絡まったことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・養殖施設付近で漂泊した場合、周囲の状況を十分確認し、気象及

び海象に注意して作業を行うこと。 

 




